
議 員 提 出 議 案 第 １ 号    

 

 

伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 制 定 に つ い  

て  

 

 

伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 別 記 の と お り 制 定 す

る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 提 出  

 

提 出 者  

    伊 丹 市 議 会 議 員  公 明 党  永 松  敏 彦  

    伊 丹 市 議 会 議 員  新 政 会  杉    一  

    伊 丹 市 議 会 議 員  伊 丹 維 新 の 会  齊 藤  真 治  

    伊 丹 市 議 会 議 員  フ ォ ー ラ ム 伊 丹  大 津 留  求  

    伊 丹 市 議 会 議 員  創 政 会  鈴 木  久 美 子  

    伊 丹 市 議 会 議 員  高 塚  伴 子  

    伊 丹 市 議 会 議 員  加 柴  扶 美  

 

 

 

  理  由  

現 在 の 社 会 情 勢 等 に 照 ら し ， 携 帯 品 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う た  

め 。  



   伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 ８ 年 伊  

   丹 市 議 会 規 則 第   号 ）  

 伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 伊 丹 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一 部  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ４ ０ 条 中 「 外 と う ， え り 巻 ， つ え ， か さ の 類 」 を 「 コ ー ト ，

マ フ ラ ー ， 傘 等 」 に 改 め る 。  

付  則  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


